
地域発展の固有論理

1.研 究 組織

研究代表者:原 洋之介(東 京大学東洋文化研究所 ・教授)

研究分担者:海 田 能宏(京 都大学東南 アジア研究セ ンター ・教授)

長峯 晴夫(名 古屋大学国際開発研究科 ・教授)

末廣 昭(東 京大学社会科学研究所 ・助教授)

高阪 章(京 都大学東南アジア研究セ ンター ・助教授)

井上 真(東 京大学農学部附属演習林 ・助手)

2.研 究 のね らい ・目的

この重点領域研究の全体的テーマは、地域研究の手法の確立を通 して 「世界と地域の共存」

のパラダイムを求めることにおかれている。研究課題がこのように方向付けられた背景には、

間違いな く、産業革命以降の科学技術 ・合理主義に もとつ く無限定の経済発展を礼賛 している

経済学者の 「普遍論理」志向に対する強い批判が横たわっているようである。 こうい う問題意

識の下に、 「地域発展の固有論理」をさぐる我々の研究班が組織 されている。

本研究班は、発展の普遍論理とは何かを明 らかに しつつ、それとの関連で固有論理 とはどう

いうものであるのか、またありうるのかを見いだす ことを目的 としている。これを普遍論理に

親 しんできた経済学研究者 と、固有論理を模索 して きた農学 ・地域開発論研究者 との競争 と協

力の関係の形成を通 して明 らかにしていく点にこの研究の最大の特色があ る。東南アジア地域

の実態にこだわりっつ発展概念の本格的再検討を試みようとしている点 に、 この研究の最大の

独創性があると考えている。

3.平 成5年 度 の研 究経 過

研究代表者 ・原と末廣、高阪は、主として経済学の視点か ら、市場経済 との関連で発展の普

遍論理とは何か、またその普遍論理が東南アジア地域 に受容されていくに際 して他の地域には

見いだせない固有性が あるのか、以上の ような問題点を明 らかに してい く方 向で研究 をお こ

な った。

海田、長峯、井上は、地域開発論 ・熱帯農学の視点から、生態系の条件に規定された地域が

示す発展の固有の型を析出 し、それが市場経済 といった普遍的発展 とどう関わ っているかを探

る方向で研究をおこなった。

少 し詳 しく役割分担を記 してお くと次のようになる。
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総括 ・地域研究と経済学との関係

経済発展と社会変化

経済発展の固有論理

農の風景と風土の工学

地域発展の構図

周辺地域の発展論理

また、本研究 と強い関連を もつ二 っの公募研究班 「南北問題における社会経済的指標の検

討」(代 表者:中 村尚司)「 アジアの農村 における"開 発"の 導入と農民の対応」(代 表者:

足立明)と も、連絡を とりながら、本年度の研究はすすめられた。

4.研 究 の成果 とフ ロンテ ィア

ここで は代表者が今年度お こな った 「地域研究 と経済学」との関連性に関す る研究成果を中

心に展望を加えてみることにす る。

経済学者の多 くが 「普遍主義 ・論理」の市場経済学の下に、アジア諸国の経済発展 といわれ

る現象を観察 し続けているこ、とは事実である。その典型は 「新古典派」開発経済学であるが、

この学派の市場経済理論はひとつの 「理念」にまで形式化 された市場理論で ある。 この 「理

念」は決 してその普遍性が 「証明」され うるような ものではないが、ある種の 「力」と して現

在世界中で機能 していることは間違いない。 しか し、 このような形式化 された理念 としての新

古典派だけが我々の利用 しうる市場経済論ではないのである。多 くの経験主義的市場経済論 も

存在 している事実を筆者は本報告で強調 している。確かに 「形式化 された原理」に対比 してみ

るとき、これ ら経験主義的市場経済論には多 くのあいまいさがっきまとって しまうことは否定

できないところであるが、 この経験の解釈にっきまとう多義性 こそが重要であるともいえるは

ずである。世界と地域の共存のパ ラダイム作 りに経済学の立場か ら知的貢献を しようとす ると

きには、経済学者 と呼ばれ る人間がこの 「あいまいさ」に耐えうる知的思考力を身につける覚

悟をす る必要がありそうである。

ところで、我々の研究課題 には 「固有論理」といういわば強烈な概念 ・用語が含まれている。

筆者 もここ1か 年間 この言葉の喚起する強い知的刺激のなかで考え続 けてきたが、最近になっ

て、以後、我々の研究課題を 「経済発展の地域性」を明 らかにするといった形でとらえ直 して

みようと考えはじめている。

まず市場経済の発達 という流れは、後でふれるようにその内容の理解の仕方 に関 しては未だ
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かなり困難な理論的問題点が残 されてはいるが、どの 「地域 」の経済史の流れにおいて もかな

り共通 してみ られることは確かなようである。 この限りで市場経済の発達とは、かな り強力な

「普遍論理」ともいえるもの となって くる。こういう状況のなかで普遍論理対固有論理 という

ダイコ トミーを強調するときには、それが市場経済対反市場経済 という別の ダイコ トミーに変

質 して しまう危険性が大きい。そ して、より重要なことは、 こういうダイコ トミーの知の構図

の もとでは、市場経済の発達 そのものにみ られるある地域の個性 といった ものを把握す ること

が困難になって しまうという危険性が強いという事態である。筆者 は市場経済という一見す る

と 「普遍論理」にみえる変化に対 して も、地域によ ってそれぞれの個性がみ られているという

事実を強 く意識 しており、 この個性を解明 していくことこそが 「地域発展の固有論理」を探 り

出す ことになると考えているわけである。そこで、生活世界の組織原理 といった 「地域の基底

で慣性的な特性」としての 「固有」性 ・ 「固有」論理 という概念ではな く、 「変動に対応す る

現代的 ・同時代的特性」としての 「地域性」 という概念を援用 して、我々の研究課題を市場経

済の発達 という変動 ・変化に関 してみ られる地域の個性 という意味での 「経済発展の地域性」

の解明と表現 し直 してお きたい。

「市場」の定義

まず 「市場Market」 とよばれている経済制度に関 して、筆者が最 も妥当 と判断 している定

義を説明 してお く必要がある。 「経済的利益に関心をもっ諸個人が、それぞれ、 自らの選択 し

ようとす る経済活動に関 して、相互に自発的に接触 ・交渉 し、その結果として契約を結 びかっ

その契約を実施 してい くような制度」という定義である。 この定義が我 々の研究 目的にとって

重要なのは、それが、諸経済主体が明示的な形ではないにしろ、潜在的取引相手 との交渉 ・契

約のいわば前提 として形成 させている社会関係ないし 「非経済的」関係 といえる慣習等が各個

人間での自発的な交渉 ・契約 という取引関係transactionsの 成立において果た しうる重要な

役割を正面 きって論 じる可能性をひ らいて くれて いるか らである。 「二人の人間が 自発的に

一 っま り共 に何 らかの利益 を受 けることを期待 して一 一両方向的な相互作用 に参加す る」 と

い う 「交換ExchangeJの 制度 こそが、まさに 「市場制度」の基本であり、 かっ 「自 らの個

人的消費 といった目的に直接的に役立っ手段的instrumentalな い しextrinsic情 報 ・財」が

交換される 「経済的交換EconomicExchange)と 、「それ自身を持つことが値打を もっとい う

意味で本質的intrinsicな いしconsummatory情 報ない し価値観」が交換 される 「社会的交換

SocialExchange」 とを有意味に関連づけて論 じることが可能 となって くるわけである(村 上泰

亮 「反古典方法序説」rマ ニ フ ェス ト ・新 しい経済学』)。いずれにせ よ、この よ うに市場
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経済を定義することで、多数の経済主体間の調整のメカニズムである 「ネ ッ トワーク」として

市場経済を理解することができるようになって くるはずである。

以上のように市場 といわれるひとつの経済制度を定義 してみるとき、市場の未発達 といわれ

る事態はほぼ以下のような状態を意味することになろう。

まずある財の交換 ・取引に関 して、その財の所有権の設定があいまいであ るといったことで、

交渉を成立させること自体が不可能 となって しまうという市場が未成立の状態がその極端な事

例である。また、財の所有権はそれな りに確定 していて も、潜在的に交渉 ・契約の可能性を

もっている諸個人が相互に相手をよ く知 らないために交渉が 「部分的」に しか成立 しない状態

もあ りうる。更に、所有権 も確定 しており、かっ当事者が余 りに強大であるために、交渉 ・契

約 ・取引か らの利益が一方の側に偏 して しまうような状態 も考え られよう。

ところで、経済発展と通常よばれている経済社会の長期的ない し時間をかけた歴史的変化の

過程 とは、その基本において、以上に述べたような未発達な市場 という経済制度が、 「いっ も

住んでいるところでは得 られない経済的利益を手にすることが出来る(と い う誘因によって)

複数の集団が出会 うことで形成 され」かつ 「そこでのひとびとの行動様式は移動性と投機性 と

によって特徴づけ られる」社会空間である 「フロンティア空間」の拡散によって より多 くの多

様な離散 した小世界が取引のネ ットワークにはいるという形で空間的 に、また諸個人間での信

用の発生 とそれによる利子支払 いの発達 といったことを契機 として現在 と将来 とが 「普遍時

間」 「直線的時間」によって結び付けられ るとい う形で時間的にも拡大 し発展 していく過程で

あるととらえ ることが出来よう。そして、市場のこの発達を担 う中心の主体が商人層であるこ

とをここで指摘 しておきたい。

東南アジア社会 と市場

ここで、ひとっ重要 な論珪的可能性を論 じてお く必要がある。それは、東南アジア地域の諸

社会が意外に以上定義 した意味での 「市場」に適合的なない し順応的な社会であ るのではない

かという仮説的命題である。京大東南アジア研究セ ンターが我々の前に提示 して くれている東

南アジア社会論 は、東南アジア社会の地域性とで もいえるものが対人主義ない し二者関係の連

鎖と しての圏 として析 出できるのではないかとい う事実を強調 してい る。これ らの社会学的議

論は、東南 アジア社会の地域性が 「小人口世界」ない し 「非農業的要素を多 く含んでいる」

「フロンティア空間」という特質で語 られるので はないかという議論を前提 としているもので

あるが、そこでの対人関係が形成 され る方法が 日本人の 「間人主義」的視点か らみるといかに

ももろ くうっろいやす いものではあるに しろ、それが暗黙的ではあれ 「自発的な交渉 ・契約 ・
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取引」といった ものに大層近 いものであることは間違いなかろう。

商人 とは、差異のあ る生態系条件を もっ多数の小世界の存在を前提 としてその差異を徹底的

に利用 ・活用 して 自らの経済的利益をあげようとす る 「脱生態派」の存在であ る。独 自の生態

条件を もっ小世界は、潜在的には、 自らが生産 しうる財を他の生態系下の小世界の財 と交換す

ることで経済的利益を得 ることが可能な状態にいる。 このような離散 した小世界における多様

な物産の存在やそれらの需要に関す る情報収集を自らの費用 とリスクによっておこない、安い

所でそれを買い離れた別の小世界 ・都市に運び高い価格で売 りさば くことで自らの経済的利得

を獲得 しよ うとするが、 こういう商人が自由に活動 してきた空間こそが、まさに 「フロンティ

ア空間」である。 こういう商人の自由な活動によってその結果 として意図せずに拡大 した市場

取引が自成的に形成 されて くることになる。この意味で、商人 こそが市場取引の組織者である

と考えてお くべ きであろう。商人達はこういう取引の拡大のなかで同 じ商人仲間内で、財の取

引ルールや信用取引制度を自らの工夫で作 り上げ、それ らがより近代になるにつれて結果 とし

て卸売市場や銀行とい う市場経済制度となって くるものである。

山地の民であれ平原の民であれ、以上のよ うな商人によってその間が結びつけられて くる小

世界に住むひとびとは、その地の生態系への適応をその生業 としている 「生態適応派」の存在

である。その地の生態系のあ り様が異なるに対応 して、生業の形態やそこでの経済 ・社会組織

も大 きな差異を示すことにはなるが、 これ らの民は生態系の差異を前提と して動きまわる商人

に対比 させてみるとき、その行動原理が全 く異質のひとびとであるといってよいであろう。ギ

アツの有名な 「農業 インヴォリューシ ョン」は、まさにこの生態系への適応のあ り様を解きあ

か した議論の典型例である。 もちろん人口増加等の原因でこれ らの民 もかな り移動す ることは

事実であるが、それは基本的には以前 と同 じ生態系を利用 しようとす る移動である。東北 タイ

農民のパー ・ナ ・ディーは この種の移動の典型例であろう。

東南アジア地域 に前近代か ら存在 していたこれ らの民 と商人 との間の経済 システムは、バ

ザール型商人と生態系の民との連結型取引ネ ットワークとでも名づけうるようなものであ った。

地域が近 ・現代の局面にはいるなかで、世界の中心 となったヨーロッパ等か ら、 この取引ネッ

トワークの上に資本家型経済が導入 されて くることになる。プランテーションであれ多国籍企

業であれ これ ら企業型経済の担 い手 は通常産業資本家 とよばれている経済主体であり、彼等は

その経営の大規模化 ・効率化のために近代合理主義的設計思想と近代科学技術への依存 とを強

めた存在である。 しか しこれ ら 「近代」になって形成 されて きた産業資本家が基本的には、利

潤率の 「空間的差異」を新技術導入による 「時間的差異」へ と変換 させただけで、前近代社会
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にもた くさん活動 していた商人層を出自とす る階層であることを見落 としてはな らないであろ

う。 これ ら企業型経済は、各地域の もっ個性的な条件を世界経済内での有用度という単一の基

準にもとつ いて徹底的に利用 しは じめることになる。デ ルタや低湿地の上に形成 されたプラン

テーション経済 はまさに個性ある生態系の世界経済内有用性にもとつ く徹底的利用の代表であ

るが、現在の低賃金労働 の利用を もとめての多国籍企業の活動 もその行動原理 は全 く同質であ

る。

こうして現在東南アジア地域内に、重層的構成を もった経済取引のネ ットワークが形成 され

てきて いる。ブーケの有名な二重経済論以来、大規模経営の企業型経済 とバザール商人 ・農民

経済との分節化がよく強調 されているが、実際はこの両者の経済部門内の各個別主体は競争 ・

搾取 ・共生 ・協調 といった多様な相互関係を形成 していると考えてお くべ きであろう。いずれ

にせよ、ここで再度強調 しておきたい事実は、東南アジア社会が市場経済の展開にとって調和

的な社会であったという事態である。

5.今 後 の課 題

以上のように、今年度 は市場経済の発展 に地域性がみ られるのではないかという問題を中心}

に研究をすすめて きた。 ところで、他方 このような商人の主導による市場経済の発達過程に、

いくつかの大 きな問題点がみ られることも事実である。

まず第一は、商人がアンビバ レン トな存在であるという事実である。商人は、収集 した有用

情報の独 占的所有によって取引そのものを独占化 しようとする傾向を常にもっ。数少ない同業

者だけがあっまりギル ド等の排他的仲間組織を作 りあげ、またその仲間組織を権力に公認させ

ることで、自らが関係す る商業活動への新規参入を阻止 して独占利潤を獲得 しようとす る。 こ

のとき、商人が手中にす る経済的利益は、あちこちに散在する経済情報を収集す るという 「社

会的にみて望ま しい」経済行為への対価であるよ りは、競争相手を排除す ることで成立する準

レントとなって しまお う。商人の私的利益追求を経済原則 としている限りこういう状況が顕在

化 して くることがほぼ避け られない以上、新古典学派の正統派が想定 しているように 「市場」

にさえまかせておけば取引参加者全員が常により大きい経済利益を実現 させ うるような結果が

出現 して くるとはいえないはずである。

第二のさ らに重要 となって くる論点は、商人の 自発的な経済活動だけで は土地 ・労働力と

いった生産要素の取引 ・配分を うまくおこなうことが出来ないという事実である。 これ ら生産

要素の市場経済取 引様式 を確立 させるためには、社会構成員に土地の私的所有権や自らの もっ
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労働力の 自由な処分 ・使用権を与え ることが必要不可欠 となって くるが、実 は不完全情報下で

はこういう基本的権利の賦与だけで は不十分なのである。 ジョン ・ピックスがその名著r経 済

史の理論』のなかで くりかえ し強調 しているように、労働力や土地は工業製品のよ うにその品

種を客観的な尺度で標準化することが大層困難であるが故にある標準的品質の取引対象物を安

い場所 ・時に買い貯蔵 して高い所 ・時に売 るという商人の経済活動によって は、その取引や配

分を組織化することが大層困難 とな って しまうのである。商人を担い手 とす る市場 にとって は、

労働 と土地 はその取引の効率化がいささか厄 介な対象物なのである。

こういう実態のために、労働や土地の取引に関 しては、商人がそこで活動する社会が もっ非

市場的社会関係とい った ものが、取引参加諸主体にとっての情報の不完全性を補 うもの として

積極的な役割をはたす ことが多い。 この点で、諸個人の経済的自由を保証す るという点で形式

的には普遍的といえる市場経済 も、その実際の展開において は、その社会の個性を強 く反映 し

たもの となって くる可能性が大きいのである。この点は、既にジョセフ ・スティグ リッツ等の

不完全情報の市場経済論の もつ含意として指摘 しておいたことで もある。

更に、土地 ・労働の取引が市場にとっていささか手におえない領域に属するものであ るとい

う事態は、労働力や土地の利用に関 して商人の論理 とは異質のいわば反商人的 とで も表現 しう

る資源配分 ・利用のメカニズムがやはり必要 とな って くるという事実を含意 として もっている

はずである。土地利用が、土地の私的所有権の設定によって他入への売買が可能 となる制度の

下で、市場の論理ない し個人の利己的な意志だけによって決められて くるときには、地域社会

の持続性のたあに必要となる 「生態倫理に適 う土地利用を貫 こうとす るのは無理ではないか」

とする海田能宏の議論 は、まさにこの 「反商人的」土地利用の必要性を強調 したもの といえよ

う。 「小世界」ないし 「コミュニティ」内での協議にもとつ く資源利用方式の確立によって、

発展をあ る程度そういう社会のひとびとの望む方向へ と設計 して いくことも可能にな って こよ

う。

いずれにせよ、以上のような商人による経済活動の組織化 にある限界がみられ ることを次年

度の研究の中心課題 としてみたい。
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